
１．重要な会計方針

（１）　新会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導会計基準に関する関係省庁連絡会議申合わせ）を

採用している。

（２）　固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

　 リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。

（３）　ファイナンス・リース取引の会計処理

平成２０年４月以降に契約をしたリース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・

リース取引については、通常の売買取引による方法に準じた会計処理を行っている。

（４）　引当金の計上基準

退職給付引当金・・・自己都合等による期末要支給額１００％に相当する金額を計上している。

（５）　消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

３．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

財務諸表に対する注記

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

退職給付引当資産 84,231,100 10,611,500 27,934,300 66,908,300

小　　　計 84,231,100 10,611,500 27,934,300 66,908,300

合　　　計 84,231,100 10,611,500 27,934,300 66,908,300

科　　　目 当期末残高
（うち指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財産
からの充当額）

　　（うち負債に対
応する額）

特定資産

退職給付引当資産 66,908,300 (66,908,300)

小　　　計 66,908,300 (0) (0) (66,908,300)

合　　　計 66,908,300 (0) (0) (66,908,300)

科　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 807,850 337,821 470,029

合　　　計 807,850 337,821 470,029



５．補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

当期末残高

−

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額

6,676,000 6,676,000 0

貸借対照表上
の記載区分

ﾊｲﾔｰ･ﾀｸｼｰ業高齢者
雇用推進事業委託費

独立行政法人
高齢･障害・
求職者雇用
支援機構

216,027 9,722,114 9,938,141 0

−

合　　　計 216,027 16,398,114 16,614,141 0

働き方改革推進支援助成
金（団体推進コース）

厚生労働省 0


